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2019年 4月 24日 

住友理工グループ企業行動憲章を改定 

 

住友理工株式会社（本社：名古屋市中村区、代表取締役 社長：松井徹）はこのたび、「住友

理工グループ企業行動憲章」を改定しました。 

 

当社グループは「住友事業精神」を経営の基本姿勢とし、そのうえで経営において大切にし

ている事項を「住友理工グループ経営理念」として定めています。 

「住友理工グループ企業行動憲章」は、「住友理工グループ経営理念」を実践するために具

体的に取り組むべき事柄を 10 原則にまとめたもので、2006 年に制定されました。 

国連が定めた、持続可能な開発目標（SDGs）に対する各国の活動推進や経団連による企業

行動憲章の改定など、持続可能な社会の実現に向けた企業への期待が急激に高まっていること

を受け、最近のグローバル社会のニーズを捉えた内容へと改めました。 

 

改定の主な視点： 

▸イノベーションを通じた製品・サービスの開発による持続可能な経済成長と 

社会的課題の解決 

▸持続可能な社会の発展を支える責任ある調達 

▸すべての人々の人権を尊重する経営 

▸ダイバーシティ、働き方の見直しを含めた働きがいのある職場づくり 

 

当社グループでは、「住友理工グループ企業行動憲章」に沿って、中期経営ビジョン「2022

年 住友理工グループ Vision」に取り組む中で、企業価値と公益価値の向上による社会的価値

の創造に貢献し、人・社会・地球の安全・快適・環境に貢献する企業、”Global Excellent 

Manufacturing Company”への飛躍を目指します。 
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住友理工グループ企業行動憲章 

 

住友理工グループは「信用確実」「不趨浮利」を謳う「住友事業精神」を踏まえ、「経営理念」

に基づき、Global Excellent Manufacturing Company を目指し、高い倫理観と自律的で責

任ある行動によって企業価値と公益価値の向上による「社会的価値の創造」を追求する。 

社会・地球の調和の取れた持続可能な社会の実現に向けて貢献するため、以下に定める 10 原

則を住友理工グループの行動憲章とする。 

 

（お客様への姿勢と持続可能な社会の実現） 

１．社会的に有用で安全な製品・サービスを、イノベーションを通じて開発、提供し、顧客の

満足と信頼を獲得する。またその事業活動を通じて、持続可能な経済成長と社会的課題の解決

を図る。 

 

（公正な事業慣行） 

2．公正、透明、自由な競争ならびに適正で責任ある取引を行う。法令、ルールを遵守し、政

治、行政との健全かつ正常な関係を保つ。 

 

（ステークホルダーとの対話、情報開示、情報管理） 

3．企業情報を積極的、効果的かつ公正に開示し、企業をとりまく幅広いステークホルダーと

建設的なコミュニケーションを行い、企業価値と公益価値の向上による「社会的価値の創造」

を図る。また、個人情報・顧客情報をはじめとする各種情報の保護・管理を徹底する。 

 

（人権の尊重） 

4．すべての人々の人権を尊重する経営を行う。 

 

（働きがいのある職場づくり） 

5．従業員の能力を高め、多様性、人格、個性を尊重する働き方を実現する。また、健康と安

全に配慮した働きやすい職場環境を整備する。 

 

（地球環境） 

6．地球環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の存在と活動に必須の要件であ

ることを認識し、主体的に行動する。 

 

（社会貢献） 

7．「良き企業市民」 として、積極的に社会に参画し、その発展に貢献する。 

 

 

 



 

—— 住友理工について ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

住友理工は1929年に創業し、名古屋市中村区に本社を置くモノづくり企業です。2014年に東海ゴム工業から社名を変更しました。自動車（モビリティ）分野では、振動を制御する世界

トップシェアの防振ゴムのほか、ゴム・樹脂ホースや、ウレタン製の制遮音品・内装品を製造。自動車部品の開発で培った技術を生かし、インフラ・住環境、エレクトロニクス、ヘルス

ケアの各分野でも事業を展開しています。23ヶ国106拠点に広がるグローバルネットワークを活用して、人・社会・地球の安全・快適・環境に貢献する“Global Excellent Manufacturing 

Company”を目指しています。 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

リリースに関するお問い合わせ先 
住友理工株式会社 

広報IR部／〒450-6316 名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋 

tel 052-571-0259 e-mail kouhou@jp.sumitomoriko.com https://www.sumitomoriko.co.jp/ 
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（国際規範の尊重と地域社会との調和） 

8．事業活動のグローバル化に対応し、各国・地域の法律の遵守、人権を含む各種の国際規範

の尊重はもとより、文化や慣習、ステークホルダーの関心に配慮した経営を行って、当該国・

地域の経済社会の発展に貢献する。 

 

（リスク管理と危機管理） 

9．将来起こり得る可能性があるリスクを想定し、未然に防止もしくはリスクが顕在化した場

合の損害を最小限に抑える。市民生活や企業活動に脅威を与える自然災害やサイバー攻撃、テ

ロ、反社会的勢力の行動などに備え、組織的な危機管理を徹底する。 

 

（経営トップの率先垂範と本憲章の徹底） 

10．経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識して経営にあたり、

実効あるガバナンスを構築して、社内、グループ会社に周知徹底を図る。あわせてサプライチ

ェーンにも本憲章の精神に基づく行動を促す。また、社内外の声を常に把握し、社内体制を確

立しＣＳＲ経営を推進する。 

本憲章の精神に反し社会からの信頼を失うような事態が発生したときには、経営トップ自らが

率先して問題解決にあたり、原因究明、再発防止等に努め、その責任を果たす。 

 

 

以 上 
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